
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
号

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

律
第
八
十
二
号
）
第
八
条
の
二
第
二
項
（
第
九
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
の

四
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
十
三
条
並
び
に
第

十
三
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
出
頭
要
求
等
）

第
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
児
童
（
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人

そ
の
他
の
者
で
、
児
童
を
現
に
監
護
す
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
出
頭
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
当
該
保
護
者
に
対
し
、
出
頭
を
求
め
る
理
由
と
な

っ
た
事
実
の
内
容
、
出
頭
を
求
め
る
日
時
及
び
場
所
、

当
該
保
護
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
（
保
護
者

が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
）
、
同
伴
す
べ
き
児
童
の
氏
名
及
び
生
年

月
日
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
児
童
の
保
護
者
の
出
頭
を
求
め
よ
う
と
す
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
面
会
等
の
制
限
）

第
二
条
　
児
童
相
談
所
長
及
び
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童

に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
措
置
（
以
下

「
施
設
入
所
等
の
措
置
」
と
い
う
。
）
が
採
ら
れ
て
い
る

場
合
に
お
け
る
当
該
施
設
入
所
等
の
措
置
に
係
る
同
号

に
規
定
す
る
施
設
の
長
は
、
当
該
児
童
虐
待
を
行
っ
た

保
護
者
に
つ
い
て
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
当
該
児
童
と
の
面
会
又
は
通
信
の
全
部
又
は
一
部

を
制
限
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
保
護
者
に
対

し
、
当
該
児
童
と
の
面
会
又
は
通
信
の
全
部
又
は
一
部

を
制
限
す
る
旨
、
制
限
を
行
う
理
由
と
な
っ
た
事
実
の

内
容
、
当
該
保
護
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

（
保
護
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
、
当
該
児
童
の
氏
名
及
び
生

年
月
日
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
児
童
相
談
所
長
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
制
限
を
行
っ
た
場
合
又
は
行
わ
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
前
項
に
規
定
す
る

施
設
の
長
か
ら
通
知
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同

様
と
す
る
。

（
接
近
禁
止
命
令
）

第
三
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
が
法
第
十

二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
す
る
場
合

に
お
け
る
期
間
は
、
初
日
を
含
め
て
六
月
を
超
え
な
い

期
間
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
児
童
相
談

所
長
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
法
第
十
二
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
を
す
る
理
由
と
な
っ
た
事
実
の
内
容
、
当
該
命
令
を

受
け
る
保
護
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
（
保
護

者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
）
、
当
該
命
令
に
係
る
児
童
の
氏
名
及

び
生
年
月
日
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。

（
接
近
禁
止
命
令
の
取
消
し
）

第
五
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
は
、
法
第

十
二
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
を
取
り
消
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
命

令
を
受
け
た
保
護
者
に
対
し
、
当
該
命
令
を
取
り
消
す

理
由
と
な
っ
た
事
実
の
内
容
、
当
該
保
護
者
の
氏
名
、

住
所
及
び
生
年
月
日
（
保
護
者
が
法
人
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
、
当

該
命
令
に
係
る
児
童
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
二
条
の
四
第
六
項
の
規

定
に
基
づ
き
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
取
り

消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
児
童
相
談
所
長
に
連
絡
す

る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
入
所
等
の
措
置
の
解
除
）

第
六
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
施
設
入
所
等
の
措
置
を
解
除
し
よ
う

と
す
る
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、
現
に

当
該
児
童
の
保
護
に
当
た
っ
て
い
る
小
規
模
住
居
型
児

童
養
育
事
業
（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規

定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
い
う
。
）
を

行
う
者
若
し
く
は
里
親
（
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す

る
里
親
を
い
う
。
）
又
は
児
童
福
祉
施
設
の
長
の
意
見

そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。

２
　
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
者
は
、
委
託
に
係
る
事
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行

し
う
る
能
力
を
有
す
る
人
員
を
十
分
に
有
し
て
い
る
者

で
あ
っ
て
、
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な

理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
児
童
又
は
そ
の

家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措

置
を
講
じ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
等
へ
の
報
告
）

第
七
条
　
法
第
十
三
条
の
五
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
又
は
児
童
福

祉
法
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
同
条

第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
措
置
の
実

施
状
況
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
及

び
調
査
又
は
質
問
の
実
施
状
況
、
法
第
九
条
の
六
に
規

定
す
る
臨
検
等
の
実
施
状
況
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
児

童
に
行
わ
れ
た
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
の
実
施
状
況
、
児
童

の
心
身
に
著
し
く
重
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
児
童
虐
待

の
事
例
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。

（
指
定
都
市
の
特
例
）

第
八
条
　
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
二
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
が
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関

す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
府
令

の
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定

都
市
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
児
童
相
談
所
設
置
市
の
特
例
）

第
九
条
　
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
児
童
福
祉
法
第
五
十

九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
が
児
童
虐
待

の
防
止
等
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
府
令
の
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る

の
は
、
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
一
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
〇
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
児
童
福
祉
法
及
び
児
童
虐
待
の
防
止

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
三
十
年
四
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省

令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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